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令和元年度第１回平泉町総合教育会議会議録 

 

日時：令和 元 年 ７月２３日（火） 

午前１０時００分 

場所：庁議室 

 

（千葉教育次長） 

只今より、令和元年度第１回平泉町総合教育会議を開会いたします。 

町長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

（青木町長） 

色々な角度から、ご指導いただいていることに改めまして感謝を申し上げますとともに、

ご指導かつそれに関わりながら、様々なご助言、ご提案等いただき、なおかつやはり、教

育現場ですから、実はあの時こう思っていたけれどもということになっていかないで、思

った時、感じた時に提供していただき、即座に対応できる、そういう現場が今後さらに求

められるというものだという風に思っています。そういった意味では、皆さんとともに情

報を共有するということは、本当に自分たちにとってというよりも、そこに携わる子ども

達、生徒たちにとっても、児童生徒皆さんにとって、本当に喫緊の課題のことが現場には

起きてきております。それをきちんと私たちが、即座にキャッチしながら、なおかつ、よ

りよき方向を目指しながら、対応していくというのは、今どの自治体にとっても、大変大

ことなところだというふうに思っております。特に今回のテーマにつきましては、議会で

も何かと話題に出ている部分もありますし、そういった部分を更に私たちがもっともっと、

一方的な話ではなく、全体を通しながら関わっていかなければならない、対応していかな

ければならないものだという風に思っております。 

どうぞ忌憚のないところをお話しいただきながら、今日の会議を進めさせていただきたい

と思っております。 

いずれにいたしましても、教育現場での、教育という一つの言葉でだけで、締めくくりを

つけれないような、そういう状況もあるのかと、家庭の教育、学校の教育と別れていたよ

うな部分があると思うので、正に学校現場で、家庭のことまでというのは語弊があるかと

思いますが、そういった部分まで組み入れながら、現場ではやっていかなければならない

という、こういう新たな部分があるのかなというふうに思っています。 

本日、忌憚のないご意見をいただきながら進めさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

（千葉教育次長） 

続きまして協議に入りますが、ここからの進行につきましては、岩渕教育長にお願いい

たします。 

（岩渕教育長） 

 それでは進めさせていただきます。 

 総合教育会議は、町長と教育委員会が協議をする場、町長が開催を決定して、招集して

進めるということになっています。教育委員会が補助執行という立場で、事務局を担当す



5 

 

る形になっておりますので、町長の方から進めるようにとのお話ですので、私の方で今日

の会議は進めさせていただきます。 

 総合教育会議は、学校教育のみならず社会教育まで含めて、平泉町の教育全般にわたっ

て、様々な面について論議をし、これから先に向けて取り組みをという風なことで考える

場でございます。 

 今日は、29年度第１回の総合教育会議でも取り上げましたが、就学前の子どもたちの教

育という風なことについて、もう一度やってみようということで決めたものであります。 

 ６月の議会でも議員さんの方からご質問あったわけですが、現代、例えば、大人の 40、

50になった方の引きこもりのことが大きな問題となっているという風なことで、遡れば、

中学生とか、小学生とかそういったようなところでの、不登校、登校渋り、あるいはいじ

めの問題もある訳でありますが、そういったようなところまで遡っていくと、やはり、子

どもたちの、小さいころからの教育という風なことについてどうあればいいかということ

を改めて考えてみる必要があるのではないか、その様な考え方で就学前からの教育という

風なことで、視点をそこに定めて話し合っていただこうという風に思っているところであ

ります。 

 今日の進め方でありますが、２枚目の協議題、協議項目にございますように、テーマを

就学前からの教育について、協議項目は３つに分けておりますが、子どもの育ちの現状、

各部署、これは保育所、幼稚園、そして学校という風なことになりますけれども、その他、

関わる町民福祉課、保健センター、適応相談員の方々に、今日はおいでいただいて、色々

ご報告をいただくという風になりますが、その様なかたちでの取り組み状況、そして最終

的には、就学前からの教育の取り組みということで、この場で、たくさんのことをこれを

していくということはなかなか難しいとは思いますけれども、今、全体として取り組んで

いかなければならない、あるいは取り組んだ方がいいという風なことが、１つでも、どん

な些細なことでもあれば、そういったことがここで話し合われて、そしてまた、前に進む

という風なかたちができればいいなと思っております。 

 協議ですが、まず、委員さんたちから現在の就学前からの教育について思ってらっしゃ

ること、簡単にでいいですので、まず、お話をいただいて、その後に、子どもの育ちの現

状と各部署等の取り組み状況について、おいでいただいている保育所、幼稚園、学校、そ

ういった方々から話題提供という形で出していただいて、その後に関係機関ということで、

おいでいただいている町民福祉課、保健センター、適応相談員の方からのお話を出してい

ただいて、現状という風なことと、そして課題的なこと、どのような支援をなさっていた

だいているかというようなことを含めてお話をいただいて、論議を進めていきたいと思い

ます。最終的には、就学前からの教育として、繰り返しになりますけれども、平泉町とし

て出来ること、今しなければならないこといったようなことについて、話し合いが進めば

いいかなという風に思っております。２時間という限られた時間でありますので、どこま

で話が深まるか、あるいは、宿題というかたちで残される部分もあるかと思いますけれど

も、多くのお話をお聞きしながら、お互い意見交換をしていければいいかなと思います。 

 そのようなかたちで進めさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、さっそくですけれども、まず教育委員さん方から、今感じてられることで結

構ですので、お話を頂ければなと思います。 
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 では、本澤委員さんからお願いします。 

（本澤委員） 

 今、教育長さんからのお話にもありました、今回のテーマは、平成 29年 11月 21日、２

年にはならないですが、２年弱といいますか、前に一度は、テーマに掲げて町長さんとも

その時にいろいろ議論し合ったテーマで、一番、内容的なことではなくて、一番気になる

のは、その時にいろいろ町長さんからも子育ての、親への子育てをする技の、例えば、１

歳までにはこういうことをできる子供に育ててなきゃいけない。２歳まではこう、３歳ま

ではこう、４歳はこう、あとは、幼稚園に入るまでにはどうなってなきゃいけない、それ

から、小学校に入るまでには、こういう力が必要ですよという段階ごとの子育ての方法と

云いますか技といいますか、そういうのを議論し合ったのですが、それで町長さんが、さ

っそく、町の、平泉町としてのそういう子育ての平泉版みたいのを作っていこうというお

話があったんですが、それで２年弱経ってますので、その後どうなったかということを一

番知りたいですし、それがまだ実際には、私たちには、その後わからないので、そういう

ところを教えていただきたいのと、やっぱり一番気になっているのは、今の家庭生活とい

うか、子ども達を取り囲む生活が、以前の母親や父親のそばに子育てをする先輩、いろん

な細かいところまで教えてくれたり、サポートをしてくれる家族がなかなか身近にいない、

みんな核家族、その親御さんだけで、どうしていく手だてがわからない、そこのところを

埋めるのは、今の時代だったらどうなのか、そのおじいちゃん、おばあちゃんともう一回

一緒に暮らせとかそういうことはなかなか不可能なようですので、そこが一番気になって

います。それを受け持つのは、やっぱり、一番軸になってリードして進めていかなければ

いけないのは、行政だと思います。後は、いろいろ地域でそういうグループ、サポートグ

ループが育っていったり、そういうことになっていくと地域が受け持っていくことも一つ

の方法だと思います。例えば、今、お年寄り方が、生き生き頑張れるという一つの方法で、

各地区で 100歳体操がすごく浸透してきて、活発にみなさん、うちの６区は毎週木曜日で

すが、木曜日になるとみんな集会所に集まって、一生懸命やっているのですが、それの幼

児版といいますか、子育て版みたいが育っていったらいいのではないかなと、最近は感じ

ています。 

（岩渕教育長） 

 ありがとうございました。それでは、三澤委員お願いします。 

（三澤委員） 

限られた時間で、なかなか大変だと思うので、実は私まとめてきたので、ほとんど棒読

みみたいな格好になるのですが、出来るだけ説得力あるような形で話したいと思います。 

子どもの教育やしつけは、幼稚園や保育所でするものと考えていたり、入園、入所が当

然の権利と思っている親の方々が、昨今多くなりつつあると聞いてます。幼稚園、保育園

の職員は、職務上の範疇を超えて、仮に手をかけてやるにしても、当然、限界があること

はわかってもらう必要があると思います。親たちには、あるいは親には。ましては、若い

職員方々は、これは失礼な言い方になるかもしれませんが、誤解しないでください。 

若い職員の方々については、一人の職員、社会人としても人生経験からいって、すべて

に臨機応変に物事を判断し、さらには賢明な行動を取ることまで期待することは、出来な

いと思います。でも親にとっても気軽に子育て上の問題や悩みを相談したり、わからない
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ことを身近に聞いたりできないまま、不安をため込んで、子ども優先で、いいからいいか

らと、子どもの言うことを聞く一方で、育てていって、以後の成長過程でも問題を起こし

てしまうケースも多いと聞いております。今では、家庭も地域も社会構造の変化や、行き

過ぎの感じさえするプライバシーの保護、すべてに変化をきたしてしまっている、かつて

の隣近所付き合いを中心とした教育力がほとんど消滅してしまっていることは、これまで

にも、いろんな場所で、いろんな機会で話されてきたことです。でもこのような時である

からこそ、これからを見据えれば、子どもたちの後ろ盾になるような地域のつながりをし

っかりさせたうえで、子どもを守り育てるといった教育力の、かつて持っていた教育力の

復活が大事になってくると思います。これについては、やっぱりあきらめずに少しずつで

いいから、こだわりを持って取り組むべきことだと思います。そうとはいっても、すっか

り地域の連帯が希薄になってしまった、意識の醸成ができていない中で、これをいきなり

実践させるといっても無理に近いので、関係部署と社会教育との連携事業で、まずは子育

てサークルの育成を進めていく。きっかけづくりの初期段階は、人数規模は全く関係せず、

度外視した形の、本当に仲良しグループ、親睦を通じたものでいいので、でものちのち活

動の起爆剤となるようなグループ作りから取り組んで、段階を見計らって長く経験を積ん

だ、タイミングを見計らってといいますか、長く経験を積んだベテラン保育士さんや、幼

児教育の経験者を支援者として、活動を軌道に乗せていくような就学前の支援、親支援は

どうでしょうか。各まちにファミリーサポートセンターや子育て支援センターなどがあり

ますが、やはりそういったところは、通り一遍のことまでしかできないと思います。仮に

自治体主導の就学前支援は、教育、福祉、保健担当部門が、縦割り抜きで進めるべきだと

思います。実は前にもこのことは言いましたが、もうこれから必要になってくるのは、し

かも、非常に子どもが少なくなってくる。となると、やはり、ひとつの機構改革も考えて

いくべき時期だと思います。ですから、子育てに関する一元化、窓口の一元化、そういっ

たものがやはりこれから欲しくなってくると思います。全国各地でも遅きにししたと言い

ながら、やっているところがあります。ですから、手遅れにならないように、十分そこは

配慮していった方がいいと思います。なお、少人数規模でも子育てサークルの活動が、だ

んだん軌道に乗って、活発化していく段階で、保育園、幼稚園等々の担当課だけでは、気

が付かなかった行政需要や課題が見えてきたり、聞こえてきたりすると思うので、地域か

ら子育てグループの誕生、発展は非常にこれからの子育てについては、もう、しつけも教

育も非常に効果的だと思います。先月だと思いますが、役場が募集をかけた協働のまちづ

くりサポーター募集がありましたけれども、このようなものこそ、実は、少し大げさにな

るかもしれませんが、子育て支援、親支援というものを絞って、今後一番大事なことにな

ってくるのではないかと思います。 

（岩渕教育長） 

三澤委員のお話でもうすでに、３の部分に入ったかなという感じがしますが、また、も

う一回最終的には、そこに入っていきますので、今感じられていることということで、次、

山平委員お願いします。 

（山平委員） 

 子育てというところにつきますと、昔に比べると格段に恵まれた状況で、今現在が進ん

でいると思いますが、一方では、核家族化が進んで、本澤委員が言うとおり、おじいちゃ
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んおばあちゃんに育てられないという状況が見受けられます。それも昔に比べれば厳しさ

というのも段々なくなってきているので、そこに親の甘えが生じているのかなと思ってい

ます。それに伴って、いろんな障害であったり、いろんなことが発生しているのではない

かなと考えられますが、子ども自体も少なくなってきている現在のなかで、子育ての考え

方であったり、方法とか、三澤委員が言ったとおり子育てサークルの育成などといったも

のの、いろんな方法論があると思いますので、現代に合った進め方というのを検討してい

かなければいけないと思っております。一番心配しているのは、家庭の教育能力の低下と

いうところだと思います。今後ゆとり世代の方々が親になってくると、益々そういったも

のが拍車をかけてくるのではないかなと心配しているところです。いろいろな活動してい

ると、年代によって親の考え方がまったく違うんです。次の年についてもそうなんですが、

まったく年によって、集団の、親の考え方が変わってきていると見受けられますので、そ

ういったところも心配の要素ではあるなと思ってます。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございます。次に三浦委員さんお願いします。 

（三浦委員） 

 ３人の委員の皆さんからお話が出たわけですが、まず子どもたちは集団生活の中で、様々

な問題、課題を抱えて、その中でそれを乗り越えながら頑張って生活をしています。その

保育所なり幼稚園なり小学校なり中学校なり、平泉は中学校までですが、施設の中、学校

の中では、先生方や保育士さんや周りのサポート方々、支援員さん等の力で何とか課題を

自分なりに乗り越えて成長してきています。ただ、問題なのは、その課題を乗り越える時

に、やはりなかなか乗り越えられないで不登校になり、引きこもりになっていくというか

たちが、この頃大変増えています。その場合に、やはり問題になるのは、学校に入る前、

幼稚園に入る前、保育所に入る前の、就学前の子どもたちの家庭状況が、どうなんだろう

かというのが、やはり一番心配な点です。平泉保育所の中に子育て支援センターがありま

すので、その中に心配なご家庭は相談に行っているかどうかというのも、少し気になりま

す。自分の方からなかなか出かけていくというのは、この頃少なくて、心配だなと思うと

ころには、やはりこちらから出かけていかなければならないわけですが、その場合、子育

て支援センターには、専属の相談電話の窓口として、何か電話対応する方が、平泉町の場

合はいらっしゃらないという風にお聞きしているのですが、保育士さんと兼用という風に

も聞いていますが、そういう方が必要なのではないか、それから出かけていく、あの家庭

がちょっと心配だなと思うところには、こちらの方から出かけていくための組織、専門家

の方何人か、心理士さんや保育士さんとかが何人かでチームを組んで、出かけていくよう

な組織が平泉町ではあるんだろうか。様々な窓口、保健センターさんにもいろいろな学級

がありますので、お母さん方、心配なところは相談に来るとは思いますが、平泉町のどこ

に、一本化されてないような、いろんなところでいろいろやってるんだけど、本当に心配

な時は、どこに連絡を取ったらいいのかということが、やはり気がかりなところです。保

健センターなのかなと思ったりしますが、本当に何か家庭の中で、子育てで心配な時、こ

こがありますよと提示して、支援センターある訳ですが、十分に活用されているのだろう

かという気がかりなところはあります。 

（岩渕教育長） 
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 ４人の委員さんからそれぞれの思いといいますか、考え方が、話出ました。これから、

各園、各校の方々からお話をいただきますけれども、即それに回答ということではなくて、

まず現状が、子どもたちの様子がどういう様子であるか、それに対してそれぞれ、どのよ

うな形で、例えば、親への働きかけもあるかと思いますし、子どもの姿に映し出される親

の姿というのもあると思います。そういったことを含めてお話を頂ければありがたいと思

います。それでは、平保平幼の園長先生の方からお話をいただきたいと思います。 

（佐藤平泉町立幼稚園長） 

先に、幼稚園、保育所の方の話をさせていただきます。 

平泉幼稚園、保育所では教育目標に基づいて、教育委員会で出されています「平泉学」

をベースに家庭、それから地域との連携を図りながら、あとは幼保小との連携活動も含め、

先を見通した姿を目標として教育活動を行っております。 

子どもの様子ですけれども、これまでの子どもたちの姿から、知・徳・体のバランスの

取れた子どもたちということで保育は行っているのですが、特にも体、運動の部分につい

て育ちがあまり見られないかなということから、昨年度からより意欲的に遊びに取り組む

子どもたちというところを強化したいなということで、６０運動を中心に取り組んでいる

ところです。 

その成果から子どもたち、それから保護者、そして教師の意識の変化、あるいは環境構

成等にも力が入るなど変化がすごく見られておりまして、少しずつではありますけれども

子どもたちも成長していますし、保護者の姿も教師の姿も成長しているという風に捉えて

おりました。 

ただ、その中で今の課題として挙げられることが、子どもたちの家庭環境、もちろん生

活の中で遊びが、昔はテレビ、あるいはＤＶＤとか見過ぎで、それに子守りをさせること

によって一方通行の生活が多いのかなということで取り上げられたことがあるのですが、

それが現在においても、今度は、やはりそれにプラスしたゲームが加わって、一方通行の

生活が本当に主になっているのかなと。その園での生活の中で、先生方が話をしたことに

対しての返事がない、どうしてなのかなと考えた時に、やはりそれはテレビだったり、Ｄ

ＶＤだったり、ゲームだったり、結局、向こうからは来るのですが、自分はそれに対して

返事をする必要性がない。それが、もしかすると今も大きく影響しているのかなという風

に感じてはおります。それから、ゲームの場合ですと、クリアできなかったりすると怒る、

感情が処理できない、というようなところも、もしかするとこれからの子どもたちの人格

形成というところでは大きな影響を与えているのではないかなというところも考えられる

のかなという風に思って今いるところです。 

今後もその辺を含み、家庭への指導と言いますか、話し合いの場を設けてお伝えしてい

かなければならないのかなというのが現状の姿であります。 

それから、親離れをしない子どもたちもですが、逆に子離れをしないお母さん方もいら

っしゃるかなと。例を挙げますと、先日、水かけ神輿の時に保護者の方が子どもたちを連

れてきて、本来であれば先生にお願いしますと言って自分は離れるのですが、すぐ側にい

て、暑いだろうということで、仰いであげたりとか、とにかくなかなかお子さんの側から

離れなくて、こういうところなんだろうなという風なところもちょっと指導していかなけ

ればならないところなのかなという風に一つ思っています。 
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それと、良いところもあるのですけど、実は運動プログラムに取り組み始めたことによ

って、親の目標が具体化したために、一生懸命になっている保護者の方も中にはいらっし

ゃいます。やはり、具体的な目標というものを掲げてあげるのが、もしかすると今は必要

なのかなという風にも一つ感じています。 

それから、先ほど三浦委員さんからの子育て支援センターの件で質問がありましたけれ

ども、子育て支援センターに１件、実は過去に相談をされた事例がありました。その際に

つきましては、保健センターあるいは福祉課とすぐに連携しまして、家庭訪問を行ったり、

あとは子育て支援センターの方で、こういう活動があるので来てみませんかということで、

お母さんからの相談だったのですが、旦那さんと一緒に来ていただいて、何回か過ごした

ということもありましたし、その後、保育所の方に入所していただいて、今は経過を観て

いるという風な事例もございます。 

ただ、三浦委員さんがそのように感じられたということは、もしかすると地域の方には

理解されていない部分があるのかなというところが、もしかすると今後の課題になるのか

なという風にちょっと感じたところです。 

（岩渕教育長） 

すべて発表、報告いただいてからいかないと前の人の記憶が薄れますので、今ここで平

幼保さんからの話があったことについて、この点を聴いてみたいとか、質問でもご意見で

も構いませんのであればお願いします。 

（三浦委員） 

園長先生の返事がない、感情が処理できない、というのはすごく大きな問題だと思いま

す。今は、ご家庭の方に、その状況をお話する、担任の先生がこういう状況ですと、それ

は、ご家庭の受け止め方としては、そうですかという感じで受け止められていらっしゃる

でしょうか。 

（佐藤平泉町立幼稚園長） 

様々です。 

（三浦委員） 

様々ですよね。 

（佐藤平泉町立幼稚園長） 

感じるところは、様々なので。 

（三浦委員） 

それで、その場合に、とてもお話をしづらいということはないですか。 

なかなか、例えば、私は中学校の経験しかないですが、ご家庭には、いやこのような状

況では駄目だと思いますので、ご家庭でこのようにしていただけませんかというようなお

話をした場合に、昔ですと「申し訳ございません」とか「心がけます」という話があった

のですが、なかなか今は自分が否定されているという風に受け止められる方も多くて、「い

や、そうではなくて」とお話をしてもなかなか、そして、こじれるということがとても多

いです。 

だから、多分とても言いづらいのではないかなという感じはもつのですが、その場合に

どこかで助けてほしいということはないですか。 
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幼稚園、保育所ではご家庭に何か働きかける時に、何かもっと専門的な方から一緒に行

っていただいて、そしてご家庭への働きかけ、相手が納得できるようなかたちでしていけ

ればなということはないですか。 

（佐藤平泉町立幼稚園長） 

まず、気になるお子さんがいた場合、園の方からアプローチをもちろんするのですが、

あとは保健センターさんだったり、教育委員会の方で特別支援のコーディネーターさんだ

ったりとか、いろいろな機会があるものですからどうにもこうにもという時にはそういっ

た関係機関をおすすめしたりするようにはしています。 

でも、中にはなかなかご理解をいただけなかったりする場合もあるので、繰り返し担任

の先生がお子さんの様子を伝えながら、やはり参観日だったり、いろんな行事に保護者の

方がいらっしゃるので、ここを観てくれると有難いなというようなところを気づかせるよ

うな声がけをしながら進めてはいます。 

（三浦委員） 

ご家庭によっては、外部から入って来られて、いろいろ言われるのも嫌だというお家も

あるから、よく知っている方の方が話しやすい、話を聴きやすいというのはあると思いま

すけどね。家庭への働きかけが一番やはり難しいなという風には思います。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございます。そのほかに、ございませんか。 

（山平委員） 

運動プログラムの取り組みについてですが、具体的な目標を掲げることで、親も変わっ

てきているということなのですけれども、この目標は親も一緒に考えたのですか。 

（佐藤平泉町立幼稚園長） 

はい、そうです。どうにもこうにも外で元気な遊ぶ姿とか、なかなか中での活動が多く

なってしまいまして、子どもたちは何か遊びが活発じゃないなというのだけではなくて、

自分たちで工夫して何かをする姿がすごく減ってきている。意欲的な、と言いますか、物

事に対する取り組みの姿勢というのが、ちょっと欠けているのではないかと、私自身の中

で心配になってきまして、これは遊び込む、自分たちの力で遊び込むというのがかけてい

るからなのかなということで、まず元気に遊びましょうと、その遊びの中で、気づいたこ

とを友達と何か展開していけば主体性だったり、意欲的な姿になったりするのかなという

ことで、６０運動ということで、専門的なところから意見をいただいて取り組んだのです

が、実はその中で体力測定というのがありまして、それが全国より低かった。全国より低

かったという結果を踏まえて、親御さんがすごくショックを受けられた。これではいけな

いというので、家庭でも散歩を始めましたとか、外で遊ぶようになりましたとか、そうい

った変化がありました。 

やはり、ばほっとしたものではなくて、文字だけ並べるのではなくて具体的に本当に数

字でとか、何かはっきりしたものがあるとすごくいいんだなということを実感していまし

た。 

（山平委員） 

もう一点、先ほど三浦先生からも出ましたが、返事がないという子どもに対して、先日、

小学校の話ですが、長島小学校はそんなことないよなと思いながら、先日、スポ少バレー
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の練習試合の時に、花泉の永井だったのですが、やはり子どもたちの返事がないというこ

とで、コーチが嘆いていました。ですから、もうそろそろ小学校の方にも上がってきてい

るんだなとちょっと心配しています。 

（佐藤平泉町立幼稚園長） 

極端に返事がないです。 

（山平委員） 

極端に、長島の方は、返事よりプラスαが多いので、賑やかでいいのですけど。 

（岩渕教育長） 

よろしいですか。それでは、続いて長島保育所の所長さんから、状況報告をお願いした

いと思います。 

（千葉長島保育所長） 

子どもたちの様子と子育ての支援ということでお話をさせていただきたいと思います。 

みなさんご存じのとおり保育所は、保育を必要とする子どもの保育を行うところでして、

その場所は生活する上で、最もふさわしくなければいけないということなので、私たちも

それを心がけているところです。 

養護と教育を一体とするということもあります。子どもを一人の人間として、尊重しな

がら乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるように丁寧に援助することを心がけてい

るところです。 

まず、安心して預けられる保育所であるということです。様々な行事を保育所では全体

の計画や年齢ごとの計画、年度当初につくりますので、それに添って遠足とか幼年消防の

鼓隊演奏、運動会、発表会などさまざまな行事を行っています。 

子どもたちにそういったことを経験させることで、できることが増えて、集団で、みん

なで目標に向かってやるということが自主性や協調性を育てていることにつながっており

ます。 

年齢に合わせた保育を行って基本的な習慣がつけられるように、あとはさまざまな遊び

の中で、全身を使って活動することで、体を動かす楽しさとか、基本的な動きを身に付け

られるということを比較的長島保育所園庭が広いので、天気のいい日は外で遊ぶ機会をつ

くって、遊具の使い方、ルールも教えながらやっているところです。 

園庭には、木や花がいっぱいあるものですから、そういったことでは葉っぱを取ってき

たり、桜が咲けば桜の花を見たりとか、虫がとっても好きな子どもたちですので、虫探し

にすごく興味があって外に出ると、特に男の子は、虫を探したりしています。 

それで、図鑑を観て、これどんなのと調べたりして、「先生こういう虫いるの知ってる」

と聞かれて、先生知らないよと言って、子どもたちに教えられるところもあります。 

保育所は、０歳児から就学前の子どもたちを預かっているものですから、大きくなった

年中や年長になってから何かやり始めるのではなくて、未満児から少しずつ積み重ねてい

ったところが年長児になるというところを理解しながらやっているところです。 

事例として、長島保育所の幼年消防クラブというものがありますけれども、こちらは３

歳児から年長児からの３クラスが団員として入っているのですが、３歳児の時に年中さん

のやっているポンポンのダンスを観たり、年長さんがやっている鼓隊の演奏を観ることで、

いずれ自分たちもそういったことができるんだという憧れを持ってもらう。そして、年長
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児になった時は、鼓隊の演奏が難しいと思ってもやりきる。最後は、やりきって発表でき

るというところを子どもたちが喜びとしてできたというところを自信ができるようにとい

うところ、そういうところを年長児だけでなくて、小さい時から見せることによってでき

るようになってきたと感じています。 

鼓隊の時にも難しくてなかなか担任の思うようには動かなかった子どもたちに、「じゃあ

辞める」と言うと、やると。自分たちは、やりますという感じで最後は満足いかなかった

かもしれないですが、ある程度はかたちになって発表ができたと思っています。 

自分でできることや頑張れる子どもになってほしいということで、愛情をもって保育す

るように努力しているところです。 

子育て支援についてです。親の支援ですが、保護者に対する子育て支援ですが、これは

保護者が親子関係を築いていけるように保護者の養育力の向上につながるようにというこ

とで、支援を行っているところですが毎日の朝夕の送迎の時にできるだけお話をしたいと

いうことでやっています。 

ただ、中にはなかなか相談したい、お話をしたい方に限って忙しかったりして、時間が

取れないというところもあります。ただ、少しずつ長い時間、長い期間、長島保育所にい

ますので、少しずつ安心して話をしていってもらえるような関係性をつくっていければい

いのかなと思います。 

先ほど、三澤委員さんからお話がありました若い保育士さんの関係の話ですが、保育し

ていく上でこれは保護者へ伝えた方がいいなという事例があった場合には、若い担任では

どうしても判断することが難しい。どういう風に接していいか難しいところは、私と所長

補佐に相談していただいて、交えながら話して誰が伝えたら一番いいかというところを含

めて、どう伝えたらいいかというところを判断しているところです。 

保護者によって、家庭環境を話す前にいろいろ調査をするわけなのですが、難しい。保

健センターで訪問に行っている家庭とかですと、今の状態どうですかというところを聞い

てみたり、福祉課に行って何かこういう風に話しても大丈夫かしらねと言いながら保護者

さんとは接して、うまく関係性が築けるように、そして子育てに対しての支援になるよう

にというところをやっているところです。 

最近、お迎えが連絡もなくて８時近くになる家庭があったものですから、保健センター

さんに言って家庭の状況を聞いてみて、最初、私が話すことになっていたのですが時間帯

がうまく合わなくて所長補佐がその時はお伝えして、その後は早く来ていただける。連絡

がないというのがちょっと困った、大変だということで、即対応するようにはしたところ

です。 

あとは、母親が育てることが大丈夫かなと思う母親の方もいます。そういった方につい

ても丁寧に相談にのることを心がけているところです。 

あとは、一回こう言ったんだけどまた戻ってしまったというケースの場合は、繰り返し

お母さんにお伝えしていく。何でもかんでも保育所でやってしまうと、それこそ任せっぱ

なしになるので、そこはきちんとお家でやるべきところは、こういうところはやった方が

いいですよというところを丁寧にお伝えしていくというところをやっています。 

行事のあるごとに子どもたちに言っていることは、生活リズム、就寝時間を守りましょ

うというところです。早く、さまざまな行事の時に早寝早起きをするということを子ども
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たちに伝えて９時には寝ましょう。そして、早く起きて朝ごはんを食べて行事に臨みまし

ょうねということを話しています。ただ、これは子どもたちだけに言っても仕方のないと

ころなので、参観日などに保護者さんにも９時には寝ましょう。でもその前に、ご飯を食

べないといけないので、そこはお家の方が意識してお願いしたいというところを伝えたり

しているところです。以上です。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。今の長島保育所さんのお話について、何かご質問あれば伺い

たいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、時間も気になってきま

したので進めます。 

今日は、小学校代表ということで、長島小学校の校長先生にお出でいただいております

ので、小学校の様子、子どもの様子、親の様子についてお話いただきたいと思います。 

（髙橋長島小学校長） 

はい。就学前の教育について関わらなくてもいいですか。 

（岩渕教育長） 

はい。 

（髙橋長島小学校長） 

就学前からの教育というのがテーマのようなので、毎年入学してくる１年生を観ている

と、何人か登校時に母子分離不安のような行動を示す子どもがいます。学校まで送られて

くるのですけど、玄関前になって親から離れられない。大抵は、入れてしまえばケロッと

しているのですけども。その時に感じるのは、母親も同様です。子どもが心配で駐車場か

ら離れられない。「仕事に行かなくていいのですか」という感じです。そういうのが。 

それで、今いろんな話を聴いていてやっぱり、保護者教育、保護者支援なんだろうなと

いう風に思っています。それで、教育はその子に目をかける、手をかける、声をかけるこ

とだと思うのですが、それがどこでどれだけかという加減が大事なんだろうなと思ってい

ます。 

それで、家庭で保護者に期待することは、子どもの話を聴いてあげることです。それで、

就学前の親にお話をする機会というのは、本校では３回ぐらいあって就学時知能検査が 11

月にあるのですが、家庭教育学級を開いています。それから、２月には１日入学があるの

で、そこで校長講話などがあるので、それから、あとは、子ども自体はさらに運動会の時

に保育所の就学前の子どもたちをレースに呼んで幼児レースに参加してもらって、あとは

ふれあいコンサートには長保の鼓隊がゲストとして参加しています。 

ですから、子どもたちを見る機会もいっぱいありますし、お母さんたちに話をするのは

２回ぐらいありますし、本校の児童として入学してから保護者にはＰＴＡ総会や学校経営

説明会、それから地区懇談会などで、お話をする機会があります。 

その時に、子どもの話を聴くということで、いつも言っているのは、「の」を大切にして

くださいねと言っています。「の」子どもが「今日、アサガオが３つ花咲いたんだよ。」と

言った時、お母さんが「そう。良かったね。」で終わらないで、ただ、子どもの言葉を繰り

返すだけでいいので、「アサガオの花が３つ咲いたの。」と、「の」をつけると、「でもね、

お昼にはしぼんでたんだよ。」と、「え、お昼にはしぼんでしまったの。」と、「の」を付け

るだけで、話が進んでいくんだそうです。ですから、「のに」が付くと愚痴になるのですけ
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ど「の」を付けるとすごくいいんだそうです。話が進んでいくそうです。そこで、子ども

の言葉をさえぎって「でも」とか「違うんじゃないの」とか「ふーん」とか話を切ってし

まうような。忙しいのは分かるのですが、そうではなくてお話を聴いてほしいなというこ

とをお伝えしています。 

家庭教育で、一番は自尊感情を育てることだと思います。信頼をおける大人に褒められ

る。自分の行動や成果等を喜んでもらえる。そういう経験が自尊感情を育てるそうです。 

ですから、職員にも喜びを共有する学びをしていきましょうねとお話をしています。で

すから、一番は、子どもとどこで、どれだけ目をかけて手をかけいくのかさじ加減かなと

思っています。だから、地区懇談会などで、いつも聞くのはお風呂に一緒に入っています

かとか、一緒に今でも子どもを寝付かせていますかとか、仕上げ磨きをしていますかとか、

ということを聞きます。そういうことをしている家庭は、「うん、なるほどな」と、子ども

の表情が浮かんできます。ですから、我々がどれだけできるか分からないですが、保護者

と話をしながら、保護者にできるだけ子どもといっぱい言葉を交わして、関わりを持って

もらうことを働きかけています。以上です。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。長島小学校長先生からお話がありましたが、保育所、幼稚園

から小学校へ上がってくる子どもたちの様子からもお話がありました。何かもう少し聞い

てみたいというご質問等ありましたらいかがでしょうか。 

（三浦委員） 

昔だと、登校渋りのようなものの大きな原因は母子分離不安が大きいと言われていたの

だけど、今は生活習慣の乱れもあるし、勉強、たぶん夏休みの宿題とかやってないとかと

いうので来なくなったり、しばらくずっと不登校の傾向があったりするのですけれども、

宿題をやって来ないのは生活習慣の乱れから生まれてくるから、登校渋りのその原因って

いうのは私の捉えとしては、大きな母子分離不安と生活習慣の乱れかなと今思うのですが

ほかにも何かあるのかな。もしあれば何なのかなと思っています。 

（髙橋長島小学校長） 

保健室に来る子どもが多くて、低体温です。低体温の子どもが結構います。 

（三浦委員） 

低体温。 

（髙橋長島小学校長） 

低体温の子どもが多いです。そういうのって、もしかしたら生活習慣の乱れのようなも

のかな。昼夜逆転とまではいきませんけど、朝は早く起こされるのだけれども、夜がなか

なか寝なかったりして、体温が低くて、自律性障害まではいかなくてもそれに近いような

ものをおこしている子どもがいるかもしれません。 

熱を測るとやたら低い人がいる。熱があるのではないかと思うわけじゃないですか。保

健室に来るので。でも、熱を測ると逆にやたらと低くて、朝 35度何分しかないという低体

温の子どもがいます。 

（三浦委員） 

どちらにしても生活習慣の乱れも、その親子関係についても、やっぱりその子が問題な

のではなくて、家庭でちゃんと生活習慣をきちんと小さい時から徹底してれば、ある程度
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子どもはその生き抜いていく力を自分の力もあるので、そこは周りの家庭の援助というか

教育はすごくやっぱり大事だなと思います。そこの徹底が今はなかなか難しいですね。親

御さんの勤務体系も全く昔とは違うし、家庭の中の考え方もおじいちゃん、おばあちゃん

と、若いお父さん、お母さんでは全く違ってきているから統一して子どもにあたるという

のはないから子どもがすごく気持ちが不安定になりますよね。 

（岩渕教育長） 

はい。ありがとうございました。各園、学校等の報告をいただきましたが、ここまでで

１時間経ってしまいました。残り１時間でどうしようかという風に思ったのですが進めま

す。 

それでは、そうしたような子どもを実際に活動している、学んでいる場からちょっと話

を変えて、関係部署の取り組みということで、町民福祉課、保健センターの課長さん、所

長さん、それから、適応支援相談員として学校に入っていただいているひとみさんに来て

いただいています。その面からどのような取り組みがされているか、そして取り組む中で

さまざまな課題と思われていることについて、若干触れていただければありがたいと思い

ます。それでは、高橋所長さんお願いいたしたいと思います。 

（高橋保健センター所長） 

それでは、私の方から平泉町の子育てのサポート一覧ということで、29年度の時に出さ

れていたものですが、その後、変わった、新たに追加した事項とかそういうものの説明を

させていただきたいと思います。 

まず、左の方で、妊娠期については不妊治療ということで、一般と特定とあるのですけ

ども特定については、体外受精を含めたかたちで一般はそのほかのかたちでの不妊治療に

なります。そういう方の助成も行っています。 

それから、妊娠期につきましては、今、新たに妊婦相談、妊婦訪問ということで、特に

不安がある家庭には希望された方を対象にしていますが、そういう方を対象に訪問したり、

お話を伺ったりして、不安解消に努めております。 

それから、０から１の真ん中辺りで産婦健康診査、新生児聴覚検査ということで、産婦

健康診断については、生後約１週間と１カ月の頃に健康診査費用の一部を助成しておりま

すし、新生児聴覚検査事業については、生後３日頃聴覚障害検査の費用を助成する事業を

始めております。 

それから、各種予防接種、真ん中の大きくなっているところがあると思いますが、予防

接種情報提供システム、子育て支援ナビというものを始めています。これは、携帯電話や

パソコンで予防接種のスケジュールや子育て情報、支援情報などのメールとか閲覧できる

ような情報として挙げながら、できるだけ予防接種の事故や子育ての情報を得ながら不安

解消に努めていただきたいということではじめております。 

それから、真ん中の次の下の方のファミリーサポートセンターということで、ここは町

民福祉課の事業になりますが、子どもの預かりとか子育ての手助けをしたい方と、手助け

をしてほしい方のお手伝いをしたいという方を結んで、例えば、保育所の送迎や子どもの

預かりを行う事業ということで、こういうことも始めております。 

それから、おひさま教室の拡充ということで、今までは、支援が必要なこどもが増加し

ておりまして２クラス程度だったのが、去年から３クラスに増やしております。そういう
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ことで、おひさま教室の拡充をして支援などの親御さん、子どもの支援にあたっています。

こういうような状況があります。 

あとこのほかに、産後ケア事業といたしまして、退院後の母子に対するケアや育児のサ

ポートのために、これも病院とかご本人とのお話の中で特に支援が必要だという方を対象

に専門家を町と契約しまして派遣する事業を行っています。昨年度は、３人の方に各ご家

庭を訪問していただいたりしながら産後ケアの事業を行っていた経緯があります。 

これも、これには載っていませんが発達支援検討会ということで、幼児健診後の児童の

様子を保育所、幼稚園と確認、情報共有して今後の新対策を検討するという事業を交えな

がら今後の支援対策を考えていく事業も行っております。 

それから、ペアレントプログラムということで、子どもの行動に焦点を合わせる。子ど

もに焦点をあてて子どもとの良い関係づくりを学べる講座を行っておりまして、なかなか

親御さんで子どもとどう接したらいいか分からないという方も増えております。 

それで、その参加者の増加もありまして、実施回数も増やしたりしながら、ペアレント

プログラムというものを実施して、できるだけ親御さんの子育てへの不安を解消するよう

なこともやっております。 

それから、先ほどいろいろお話がありました子育て支援の窓口の一本化、やはり国でも

平成 32年を目途に全国でそういう窓口を設置してほしい、設置しなければならない、そう

いう風な取り組みを行っていまして、まちでもどのようにしていいか、今年検討する準備

態勢に入っております。 

ほかでは、例えば一関市では子育て支援館みたいなかたちで、大きいところは確かに施

設をつくってみんなで一緒に入ってしまって、関係課が、支援体制を一本化することが可

能なのですが、なかなか町では保育所、例えばアピュイとかそういうところも支援を行っ

ている状況であるので、今の状況として考えているのは、保健センターが窓口となりなが

らもそこら辺の情報交換、情報共有を各課担当する団体等と集まっていただいて、いろん

な情報を交換しながらどのように支援していったらいいのかという体制で進めてはどうか

なと考えていました。ただ、その場合、なかなかそれなりの人がほしいとか、職員がほし

いとか、専門的に相談支援を受ける方がいるのかとか、その辺の課題もあって、今後その

辺もどうクリアしていけるかそこら辺の検討が必要だなと考えております。以上です。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。 

今、たくさんのいろいろな取り組みについて報告いただきましたけれども何かお聞きし

たいことありますか。 

（本澤委員） 

いろいろな事業の概要がこれで良くつかめたのですが、これを各、例えば初めて親にな

るご夫婦とか、各一軒一軒に周知する方法、いつどこへこういう相談に行ったらいいのか、

具体的な何か冊子、手引書みたいなものが配付されているのでしょうか。 

（高橋保健センター所長） 

妊娠されまして、母子手帳の交付が保健センターになっておりますので、その時にはこ

ういうことで、保健センターではもちろんいろんな相談を受けております。もちろん相談

してくださいとは言っています。後は、その時期に、母子手帳と一緒にパンフレットを配
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りながらそういう周知はしていますし、その後、いろんな検診があります。その都度、保

護者の方からアンケートを取りながら、いろんな育児不安とかそういうものを情報収集し

ながら、こちらでいろんな情報提供したりしながら不安解消には努めています。 

それから、子どもさんが生まれて必ず家庭訪問をしておりますし、その家庭の状況を把

握しながらその方に合ったような対応をしている状況ですし、あと民生委員さんの方でも

地域の方と一緒に家庭訪問をしながらその方の状況などを把握していく状況もありますの

で、いろんなかたちでサポートをやっているという状況はあります。 

（本澤委員） 

来たら教える。 

（高橋保健センター所長） 

そうですね。 

（本澤委員） 

郵送とか、今度こういう講座がありますよ。是非、ご夫婦できてくださいとかそういう

ことを知らせる、そういうのはこちらからは送ったりは、そういうのはしていないですか。 

（高橋保健センター所長） 

検診とかそういう時を利用して、こういうのがありますからと渡すこともあります。 

（本澤委員） 

とにかく来たいろんな機会を利用して渡すようにですね。 

（高橋保健センター所長） 

検診に来ない方はもちろん連絡を取って、「次の検診はこの機会あるので来てください。」

「講座があるので来てください。」というかたちで、来ない方にはそういうかたちで個別に

は対応しています。 

（本澤委員） 

分かりました。ありがとうございます。 

（岩渕教育長） 

そのほか、ございませんか。 

（三浦委員） 

就学前の母子関係に、検診の時にお母さんと子どもさんの様子を観てちょっと問題ある

なと、まず気づく場合は、どういう風に対応するのですか。 

（高橋保健センター所長） 

基本的には、検診の時にチェックしていまして、そういうのも記録に残していますし、

あとアンケート調査、「今の状況どうですか」とか、不安があればそういうものを見ながら

チェックをかけたりしながらやっていますけども、それに対しては、例えば１歳６ヶ月検

診があれば、その後、経過を見ながら２歳６ヶ月ではどうだったか、３歳６ヶ月ではどう

だったか。特に先ほど言ったように大きな問題があって、専門家が必要だとかなれば、ま

た専門家を派遣しますが、それ以外はまず、その状況を観ながら対応をしている状況です。 

例えば、保育所や幼稚園だとちょっとといえば、今、おっしゃるように先生方がご家庭

に連絡するというのだけれども、もっと以前にあれこの親子関係ちょっと問題出て来そう

だなとやっぱり保健師さんなどが気づくことも多いと思います。入る前に。その場合も手
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立てというのがすごく大事だと思うのです。何でも早めが大事なので、お母さん、こうい

う場合は、こう働きかけたらいいんじゃないですかというような事例とかはありますか。 

（高橋保健センター所長） 

それは、ケースによってですがいろいろあります。 

（三浦委員） 

ケースによって。 

（高橋保健センター所長） 

いずれ、各種健診の時の状況とかも個人ごとにファイルしてありますし、それから特に

問題があれば家庭訪問したり専門家につないだりいろいろしています。 

（三浦委員） 

そうですか。はい。 

（高橋保健センター所長） 

そして、保育所、幼稚園との対応が必要なら町民福祉課と連携しております。 

（岩渕教育長） 

よろしいですか。そのほかに、ございませんか。 

（千葉町民福祉課長） 

だいたい同じような話はしていただきましたが、保健センターの所長さんからお話をし

ていただいて、上段は保健センターが主で、下段の方が町民福祉課の方の対応をさせてい

ただいております。 

町の方では、子育て支援ということで、「子ども子育て支援事業計画」というのを平成

27年から 31年までの５年間分を事業計画として策定しております。その事業計画に基づ

きまして、国から３分の１と、県から３分の１の補助事業をいただきながら、その中でい

くつかのメニューを作って事業計画を立てて、その計画に基づき行っているところでござ

います。まず一つ目につきましては、地域子育て支援拠点事業ということで、先ほどお話

がありましたが、平泉町は子育て支援センター、平泉保育所内にありますがそれの事業運

営をしていただいておりますし、あとアピュイでの子育て支援事業ということで、この事

業を今やっているところでございます。 

あとは、先ほどありました乳児の家庭の現行本事業ということで、児童民生委員さん、

児童委員の方々に生後２カ月のお子さんを目途にその出生した赤ちゃんの訪問を全戸で実

施していただいております。 

あとは、養育支援事業ということで、養育支援が特に必要な家庭に対してそのお宅を訪

問してその要求に対する指導、助言を行っているということでございます。 

これは、年に１件か２件くらいはあるようです。 

あとは、子育て短期支援事業ということで、これはショートステイです。これは、今は

やっていません。 

あとは、ファミリーサポートセンター、先ほど保健センターの所長が言いましたが、こ

れを０歳から６年生までのお子さんを会員登録していただきまして、それぞれ支援をした

り、支援してもらうというかたちで、今、平泉町ではなく一関の社会福祉協議会の方で会

員を募っていただいておりまして、平泉の方はあまりデータはないですけれども、利用者

数は、あまり多くないということです。あとは、一時預かり事業ということで、これは幼
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稚園と保育所にありまして、それぞれ保育所については、一時的な、保育所に入っていな

い方でも家庭内でやっぱり一時預かりをしてほしいというお子さんがいた場合につきまし

ては、時間帯ですけれども一時的に預かるということを行ってございます。 

あとは、延長保育事業ということで、通常の利用時間以外の日に子どもを預けてもらい

たいという家庭につきましては、この延長保育事業ということで、県からも予算をいただ

いているところでございます。 

あとは、放課後児童クラブにつきましても平泉に２カ所の児童クラブがあるのですが、

これにつきましても保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に

対しまして、授業終了後に小学校の余っている教室とかあるいは児童館を利用してそこで

健全な適切な遊び、及び、生活の場を与えてその健全な育成を図る事業を行っているとこ

ろでございます。 

子育て支援事業を計画しましてやっておりますが、今年度 31年度で終わりますので、改

めまして、令和２年以降につきましては、また５年間の事業計画を令和２年から５年まで

の分ですが、これにつきましては、小学校さん、幼稚園さん、保育所さんをお願いいたし

まして策定するために保護者の方々からアンケートをいただいております。そのアンケー

トを基にしまして、どういったかたちで子育て支援をするかということを今年度事業計画

を策定し、令和２年度以降に新たな事業を行っていくということになってございます。 

今、近々の課題といたしまして、保育所での待機児童の関係でございます。昨年度から、

残念ながら平泉におきましても待機児童がでまして、昨年度平成 30年度は、９名の待機児

童がありました。令和元年度につきましては、６月 30日時点でございますが２名の待機児

童がでております。これについて待機児童が何故出るか考えてみますと、子どもそのもの

は少なくなってきてはいるのですが、やはり家庭で両親核家族化になりまして、両親が共

働きになるので、どうしても経済的にお金が必要だということで、子どもを預けて仕事を

したいという家庭が増えていますので、保育所に預けたい。子どもそのものは減っている

のですけれども預けたいという保護者の方が増えています。ただ、その時にやっぱり保育

所の方では、保育士が預かるくらいの人数がいないから待機児童が発生しているというこ

とが事実でございますので、その対応といたしましては職員採用というわけにはなかなか

いかないものですから、正職員です。やはり、臨時職員ということで、それぞれ応募はし

ているのですけれどもなかなか絶対的な保育士が不足しているということで、なかなか公

募しても応募する保育士さんがいなかったということで、どうしたらいいかということで、

昨年度ですけれども平成 30年度に任期付職員で対応したらどうだということで、３年間に

限りますが任期付職員の対応につきましては、ほとんど正職員と同じ待遇で給料もボーナ

スも年休の取り方も在り方もほとんど同じということで、それで募集したところ何名か応

募がありまして、平泉保育所、長島保育所に１名ずつ配置していただきました。その成果

もありまして、本当はもう少し待機児童もあったかと思いますが、そのことによりまして、

待機児童が減ったということがありますので、今後も何年間の子どもの出生率とか核家族

化のことも見据えながら保育士の人数、定員も増やして行ったらいいかどうかも含めまし

て決定していくことが近々の課題ではないかということで、今挙げております。以上でご

ざいます。 

（岩渕教育長） 
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ありがとうございました。今の課長さんの話について、何か少し聞いてみたいというこ

とはありませんか。 

（山平委員） 

待機児童の話ですが、施設的には、キャパシティ的には、確か対応可能だと思っている

のですがあくまでも看る先生の数ですか。 

（千葉町民福祉課長） 

いずれにしても平泉保育所、長島保育所も定員 90名ずつのところを平泉保育所は今 120

名から 130名のお子さんを預かっています。これは、ギリギリ本当に部屋をいっぱい、い

っぱい使ってやっているので、やっぱりある程度、その拡張も含めたことも考えていかな

くてはいけないです。ただ、今後の短期、長期に渡って子どもを預ける子どもさんが、ど

のくらいになるかがやっぱり検討していかなければならない。キャパ的な問題は、ちょっ

ともう少し検討していく必要があると思います。 

長島保育所につきましても定員に対して 89名ですので、ギリギリいっぱいです。 

やはり、保育所に行ってみますと０歳児など狭いところに入っているとやはり面積の関

係ではクリアしているのですけれども、実際、そこで保育するとなると平保も含めまして

やっぱり無理があるのかなということで考えております。 

（岩渕教育長） 

よろしいですか。そのほかに、ございませんか。それでは、阿部ひとみさんから、たぶ

んエリアはすごく広いんだろうなと。乳児から高校生まで今、いろいろご相談に乗ってい

ただいていることもありますので、どうぞ思いの丈をお話いただければと思います。 

（阿部適応支援相談員） 

宜しくお願いします。適応支援相談員の阿部ひとみです。 

2000年、平成 12年から町の子育て支援ボランティアの活動と、平成 15年から主任児童

委員の活動も含めて行っておりますので、今現在、適応支援相談員として今日はここに来

ていますが、活動がすごく重複しているところがあるので、そこはご理解ください。 

適応支援相談員としての活動をご紹介します。平泉町教育委員会の委嘱を受けて活動を

しています。2008年４月から、平泉中学校での活動、月曜日から金曜日が基本です。毎日

です。月１回から２回平泉小学校の方で勤務しています。 

2016年４月から、平泉中学校での活動を月曜日から金曜日を基本とし、月１回から２回

平泉小学校だけではなく、長島小学校の方にも勤務日を設けていただき活動をしておりま

す。 

対応した児童生徒の昨年度の延べ人数です。小学生、延べ 262人。中学生、延べ 1,428

人。保護者、延べ 629人。相談、情報共有だとか外部機関で、関わった教職員の方々を含

むそのほかの関係機関の方々、延べ人数 1,274人です。 

活動の内容です。不適応対応です。日数にして 198日、年間 1,200時間です。 

家庭訪問は、これ年度によって違うのですが、平成 30年度は 161件、平成 29年度は 278

件、平成 28年度は 495件と、在学している中学生の不適応の状況によって家庭訪問の件数

が違っております。 

具体的な活動です。小学校の場合、月１回の訪問ですので、学校生活を客観的に広い視

野で観察させていただいています。その日、小学校に行って副校長先生から、今日、この
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クラス、学年の様子を観てほしい。ということを先に確認させていただき、そのクラスに

入れていただきます。 

先ほど言ったように、結構年数が長いので、「あっ、あの子が気になるな」というのがな

んとなく視界に入ってきまして様子を観察していくと、こんな時にこんな風な言動が多い

なとか。こんな時にこんな行動をいつもしているなということが目に付きます。担任の先

生に様子を伺うと担任の先生が気づいていらっしゃる場合もあるし、毎日一緒にいるから

気づけないこともやはり先生方あるみたいで、ちょっと気をつけてみていただきたいです

というお願いをして、帰りには副校長先生にその様子をお伝えします。そういったことで、

不適応が懸念される児童の発見対応について情報共有しております。 

数年後、やはり気になった子が中学校に来て、やっぱりなというかたちで関わっている

ことを毎年繰り返しております。 

中学校での活動です。①生徒対応です。昨年度まで、用具室として使っていた校舎の一番

角部屋を今年度、支援室として環境整備していただきました。そのことによって生徒たち

は、不安を抱える生徒ですね、安心して登校、活動できる場所が確保できたことで不適応

生徒に限らず小さな不安を抱えた生徒たちの居場所ともなっています。健康面、身体面、

精神面等を含む情緒的混乱により、個別での対応が必要な生徒が多いです。先ほどから出

ている基本的生活習慣の乱れも気になります。 

返事、分からないで返事をついリズムで返事をしてしまう生徒も結構います。 

母子分離不安がやはり強く、私を母親のようにこう懐くというか、すがってくるという

か、だっこしてまでは言いませんけど、ぴったり側にくっついてという風な生徒の姿も毎

年あります。 

低体温、朝の食事を食べていないことが多いので、必ず、「食べてきた」「夕べ何時に寝

た」「今朝起きてきた」「宿題も大事だけど、ご飯を食べて来ないと、今日頑張る力が無い

よ」という風に毎日の心がけのパターンの一つに入れています。 

特に中３は、特に今は部活動も終わりあらゆることに対する不安が消化できない学年で

す。自分自身をよく理解しきれていない状況となっているために、自己立て直しの支援を

考えながら対応しています。安定と積み重ねがとても困難で、その日、その時の状況、生

徒の状況に合わせて、今日はどんな感じかなという様子を観ながら状況判断し、柔軟な対

応を求められているのだなと日々感じうまく対応できているかが私自身の不安となってい

ます。 

②家庭訪問です。登校しない、できない理由の聞き取りを必ずします。登校しなくても

いいけど、それは自分的にどうしてなのかなということを必ず言葉で確認するようにして

います。今の学校、今日の学校の行事だったり、時間割だったり、こんな風に動こうねと

いう風なことを伝えて登校刺激を与えます。 

あとですね、お家の人はいるのですけれどお家の人とは学校に行きたくないとか。お家

の人には弱みを見せたくないという風な思春期特有の気質というか状況もありまして、そ

ういった場合は、親御さんに頼るよりもその子の活動する気持ちの方を優先したく、家庭

訪問し、一緒に連れてきて登校ということも時々あります。 

③保護者対応です。親自身の体験では理解しきれないことや、子どもの意思に左右され

ることが多いために、家庭と学校との情報共有しながら親の困り感に対応するよう心がけ
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ています。子どもとの関わりについての共通理解も場面、場面を捉えて時間を作っていま

す。学校で行う保護者面談に同席することもあります。 

④教職員との連携についてです。常に中学校に置いてもらえる状況にあるので、先生方

の授業の空き時間に併せて関係する教職員の先生方と情報共有をしています。 

あと、副校長先生、校長先生等にも状況を知っていてほしいので、活動記録を毎日書い

て情報共有を行っております。スタッフ間での対応検討がすごく重要なことと、検討が必

要なのですがスタッフの数が増えれば増えるほど情報共有する時間がなくなり、生徒対応

を優先するか、情報共有を優先するかこれもすごく悩み苦労しているところです。 

⑤活動記録を毎日書いています。生徒の成長が見えさまざまな支援、具体的対応方法を

模索するのにすごく役立っていると思っています。 

その他、保護者や生徒からの個人携帯電話の相談件数が年々増えております。学校に私

がいる時間帯であっても学校の電話に電話すると誰が出るか分からないので、変わってく

ださいとはやはり言いにくいみたいで、直で個人携帯の方に電話がきます。やはり、かけ

直さないと、もう、どんよりした感じで時間が過ぎるのが見えるので、電話が入った場合

は、こちらから電話でかけ直して個別対応しているかたちになっています。 

活動年数が増えたことで、最近は高校生家庭からの相談も増えています。小さな町です

から、そして２つの小学校から慣れ親しんだ友達の中で生活していた子どもたちが大きな

地域に行った時に新しいことや新しい人との対応をすごく苦手とする生徒が増えてきてい

ます。大人の相談もあります。不適応を起こした生徒が早くに妊娠、出産、そして離婚。

これは、母親の場合だけではなく、男性の場合もあって不適応対応の関わりがうまくもて

ないことでＤＶにつながり、奥さんからの相談を受けて離婚に至ったという風なケースも

対応しております。 

あと、お母さんがうまく育てられないことで、養育の連鎖的なものがあって、親対応の

難しさ、確かにそうなのですが、今、関わっている生徒もいずれ親になるのだろうなとい

う風なことを考えた時にやはり一人一人のきめ細やかな対応が必要なんだなという風に考

えています。 

私の活動のポリシーとして、とにかく関わる、話を聞く、時間を共有するということを

心がけています。まず、一対一での関係づくりです。その生徒を分析し、その子の特徴と

性格を整理します。それを本人に返します。困っている。手伝ってと言えたことは、手伝

いますと、予め言って、自分自身が成長するようなかたちで、支援を行っていきます。や

ってあげるだけでは成長しないので、あえて失敗し、怒らせたり、泣かせてしまうことが

あるのですが、これは成長に必要なものだということを伝えて、話し合うと結構生徒は理

解して、そうなんだなと自分の中で落ちたみたいで日々成長しています。 

保護者との情報共有です。どんな大人にしたい、どんな大人になってほしいということ

を関わっている生徒の保護者とは必ず確認するようにしています。それは、私の思い描い

た大人、イメージ像と、お父さんお母さんが思い描いているイメージ像が違うものとなっ

ては、本来の必要な支援に結びつかないと考えているからです。本人に、特徴とか性格を

言葉にして伝え自己分析、自己データの収集をします。言動に合わせて、何回も何回もあ

なたはこういうタイプだからかもしれないね。あなたが悪くてではなくて、タイプとして

だよということを何度も何度も繰り返しています。 
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あと、自分がどう思っているのかということを感じられない生徒が多いので、あなたは

どう思う。どうしたいかということをなかなか本心は言えないのですけれど、短い言葉で

もいいので、簡単な言葉でもいいので、ということを積み重ね言葉にするようにしていま

す。最初は言えないので、例えばこんな考え方もあるよねということで、いくつか例を出

すことで、あっ、これに近い気持ちだなという自分の気持ちが生徒自身整理できていくよ

うです。 

その後、自分で決めたことをやはり言葉にさせます。決めたことは、例えば簡単なこと

であったり、ちょっと違うなと思ったことでもとりあえず需要します。やってみます。で

きたら褒めます。間違っていたら、どこが間違っていたのか一緒に聴きます。そして、や

ってどうだったということを必ず振り返ります。間違った行動をした時は、失敗した行動

をした時は、どこがどうで間違ったかを整理してみようということで書き出します。書き

出して、この時こうだったんだね。じゃあどうしたらいいかなということを言葉だけでは

なく、メモ書き、付箋等を使うことで、自分がどう思っているのか整理がつくようです。 

そういった個別対応しているうちに、段々、対大人ではなく、友達との関わりを求めて

きます。小集団、２、３人の関わりをまず安定させ、そこで練習を重ね、次、クラスに行

ってみるという風なかたちで段階をおって集団の中に入れるような支援を心がけています。 

その中では、不安、失敗行動を繰り返します。書き出し行動を何度も整理します。自分

の特徴を確認し、照らし合わせることを何度もします。イメージ、対応を一緒に考えます。

そして、行っておいでという風な送り出し、見守りを続けています。このことで、ステッ

プアップでき、自己肯定感の確立がなされ、卒業して行ったはずなのですが、やはりもう

ちょっと関わりたいと思った生徒は、高校になってやはり行けてないということで、連絡

が来て、じゃあまたどこからかできることはないかなというかたちで、また、次、自分が

取り組めそうなことを一緒に探すということを繰り返しています。親御さんたちといろい

ろ話をする中で案外知らないわが子の姿というのが、親御さんたちの中であって、お母さ

んたちにお話をするのはわが子に知っていてほしいことが、「食べること、どんなものをど

んな風にどれだけの時間をかけて食べる子なのか知ってる」「遊ぶ、どんなものでどんな風

に誰とどれだけ集中して遊ぶ力を持っているの」「寝る、何時にどんな風にしてどのくらい

の時間の睡眠ですっきり目覚められる子なの」って聞くと案外知らないです。親御さんの

思い込みでこの子はこうなはずと思っていたことで、思春期になり親の期待する姿になれ

ない自分を責めて、まあ起きて来なかったり、教室に行けなかったり、何もする気になか

ったり、スマホを使っての外でのつながりを求めたりと私からすると子どもは弱者だなと

感じ、毎日活動しております。以上です。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。内容的には、かなりたくさんのお話をしていただきました。

いろいろお聞きしたいことがたくさんあるのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

（本澤委員） 

聞きたいことというか、まず、ひとみさんのお話を聞いていての感想です。以前は、こ

ういう、ひとみさんが本当に細々再度に渡ってしてくださっていることを学校の教師が、

私自身も常に不登校の児童とかもたされた経験が 10年以上ありまして、何人も扱ってきま

したけど先生方がやること。授業もしながら学校の教育活動もしながら一人一人の子ども
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の対応もしていかなければならない。生徒指導の先生とか養教さんとか助けられてやって

きましたけどすごく本当に今の先生方は阿部ひとみさんの力にすごく助けられていると思

いました。すごい活動力だなと思いました。以上です。 

（三澤委員） 

学校区が２つしかない。小学校２つに中学校１つだけという話になるのですが、いつも

何かと。でも、私が普段から聞こえてくるのは、阿部さんはものすごく過密状態で、それ

こそいつ寝ているのかな。子どもたちのようにいろんなことが不規則な、不形態なかたち

が定まらない。いろんなケースが、もう、夜、昼となく関係なく入ってきて、こういう風

なかたちで生活して仕事しているというのは。実は単純なんです。人が足りないんじゃな

いかと。これは、２人も３人もほしい仕事じゃないかなと思う。学校がすごく忙しくなっ

てきているという話はよく聞いて、働き方改革とか言われていますけれども、やはりそう

いったことで改革されてる部分があるとその分今度は、そういった忙しいのが被ってくる

という風なことが表れているなと。でもこういった仕事というのは、コンピュータで処理

したりなんかできるものじゃないので、あんまり人がいても困るのかな。やっぱりお母さ

ん的な存在というのがいろんな人達が入れ替わり立ち代わり、今日はあの方が休んでいる

から今日は誰々という風に変わることが簡単にできるものでもないのかな。いろんなこと

が思う。でもやっぱり人が足りないのではないかな。そういったところに結局は尽きるの

ですけど。どういうものなのかなという感想です。 

（阿部適応支援相談員） 

忙しいのは確かにそうです。でも、今、三澤さんがおっしゃったように、人が変わると

生徒も違う姿をみせるんです。それがいいのか、悪いのかは別として基本はやはりお家な

んだろうなと思い、ここから民生委員の部分なのですが、お母さんにやっぱりこの子大事

だな。この子の笑う顔。幸せを感じたいなという想いを早い時期に確認してほしく、民生

委員で赤ちゃん訪問をはじめました。それは、お母さん、訪問した時に、私たちは子育て

の応援はできるけれども、この子にとって一番エネルギーを与えるのはお母さんだからね

ということを早い段階から伝えたいためです。そして、必ず赤ちゃんを抱っこさせてもら

います。そして、リラックスしている赤ちゃんと、力が入って抱かれることに違和感を覚

える赤ちゃんでさえ最近は増えてきている。これってお母さんがすごく緊張しているんだ

なという風なことをすごく感じます。赤ちゃん訪問を３年経ちましてだいぶ浸透してきた

ことと、同行していただく地域の民生委員さんも柔軟な対応をしてくださるので、赤ちゃ

んとママが私。民生委員さんは、同席している家族とみたいな感じでお母さんとリラック

スしてお話を 30分くらいしてくると、だいぶお母さんの表情も和らぎ、そして子育て支援

の活動がいろいろあるからね。私たちも行って待っているからねという風な声がけをして

帰ってきて、ピヨピヨだったり、アピュイだったり、のびのびの活動に来ると「あぁ、よ

く来たね」という風なかたちでうまく子育て支援の活動につなげられたお母さんは、すご

く子どもに自分のスピードを押し付けないで子どものペースに併せながらどう成長してい

こうかなと考えることができるお母さんになっていけると信じています。 

（岩渕教育長） 

そのほかに、教育委員さんだけではなくてここにいる方々で、いろいろお互い伝えたい

こと。情報を共有したいことがあると思いますので、どうぞ。 
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（佐藤平泉町立幼稚園長） 

ひとみさんの話を聞いてやっぱり一番は、親との関係づくりが大切なんだなと思っては

いますけれども、もちろん、改めてやっぱり一番欠けているところは、スタートはそこな

んだろうなとすごく感じました。やっぱり、子どもを持った親の責任というところで、や

っぱり生まれた時から、ただ、ただ友達のように可愛い、可愛いだけではやっぱり、育て

るというのにはつながらないなという。やっぱり、自分の子どもが自分の思い通りにでは

なくてこの子はどんな風に育ってほしいとか、さっきもお話しました目標と言ったのです

がやっぱり、一つの親としての子どもを育てていく上でのこんな子どもになってほしいな

という想いを持って、じゃあどんな環境を整えたらいいのかなという風に、やっぱり幼稚

園、保育所だけではなくて、保護者も親も一緒になって子どもの先のことを考えて育てて

いく。そういうところをやっぱり私たちが伝えていかなければどんどん増えていくのかな

という危機感がすごくお話を通して感じました。 

それから、幼児期における経験の不足がやっぱり大きいのかな。自分でやって、やった

という達成感だったりとか、失敗した時も「いいんだ。いいんだ。自分はこのくらい頑張

ったのだから。」という一歩前に進む力とかそういったのは、小さい時の経験なのかな。失

敗しても許されるうちにやっぱり多くのことを経験するということは、大事なんだろうな

というところ。すごく感じたので、今日この話を持って帰って先生方とさらに子どもたち

にどういう経験をさせたらいいのか、あとは保護者の保護者支援、やっぱり一緒に子育て

を頑張りましょうというところをお話していければなと思い、感じたところです。ありが

とうございました。 

（岩渕教育長） 

そのほかに、ありますか。 

（阿部適応支援相談員） 

親御さんの意識の二極化がすごく進んでいると感じています。意識の高い親御さんと、

働きかけられてもうまく自分のものにしきれない親御さんと、ギャップがすごく広がって

いて、同じにすればいいと云う問題ではもちろんないのですけど、どうせ自分なんかとい

う言葉を聞いてしまうとすごく悲しくなります。 

今、園長先生がおっしゃったように、結果だけではなくどれだけどんな努力をしたかと

いうことを認められる町であってほしいな。なかなか頑張れない。結果だけを認められる

のがすごく増えてきたので、「いっつもあの人なんだっけ」とか、そういうことになっちゃ

うとやる気もなくなってしまうのだろうなというのもありますし、共稼ぎの世帯が増えて

学童の位置づけというものがすごく大きいと感じています。学校で先生方が子どもに対応

するよりも学童に迎えをきて、学童でどんな生活をし、どんな風にスタッフに対応しても

らったかがリアル親御さんは、目につきますよね。学校でこうだよねと、例えばこういっ

たことはしていけません。でも、それが学童に行って学童の生活がどんな風に過ごされる

かでやはり子どもは忘れやすいので、自分に都合のいい情報だけが残りがちですから、学

童の位置づけというのがすごく大きいだろうな。親代行的なことをやってくださるのは確

かに有難いのですが、本来やらなければならないことを替わってやってしまっては、親御

さんが親になるチャンスを私は取ってしまうんじゃないかなと。本来の学童の姿ってなん

だったのかなというところをもう一度確認してほしいなという風に考えています。 
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（青木町長） 

今のお話の中で、親御さんの二種類の形態があると前段でお話しましたよね。その中で、

どうせ俺なんかというのは、子どもさんですか、親ですか。 

（阿部適応支援相談員） 

子どもさんです。これは、地区懇談会に出てもすごく感じたのですが、地区懇談会にき

ている親御さんたち、お母さん同士でやっぱり来た人、来ない人、批判する声が何となく

聞こえてくるんです。「あの人たちはいっつもね。」とか。来ていない人たちを。そして、

それを言っているのは、ある程度子どももいろんな活動が順風万端に行われ、生活もそう

困ってはいないお母さんたちが、来ていない親御さんたちをコソコソっと言うのが聞こえ

た時には、「あぁこれ家に帰ってこういうこと言ってなきゃいいけどな」とか、「どうせあ

そこの家は」。 

スクールカーストという言葉をご存知ですか。スクールカースト。これは平泉でもある

と思います。学校内での理不尽な序列と言われるものです。できるものと、普通のものと、

そうではないもの。これは、暗黙の了解で「あの子に目を向けられたら誰が守ってくれる

の」「教室行けない」というのもあります。これって、子どもだけではなく大人の世界にも

あるだろうなということと、例えば地区懇談会に出れていないお母さん、子どもに応援し

たいけど応援できないお母さんの状況って、結果は来ていないだけなんですけど、来れな

い状況って何かあると思うんです。仕事が抜けれないとか、子どもを預けるところがない

だとか。あとは、大勢の人が苦手で、そこに行けないとか。何か振られたら自分は何て言

っていいか分からないとか。できないのはなぜなのかなと。言葉にしない不安のメッセー

ジを感じ取ることってやっぱり今必要なんじゃないかな。行った人は何でも言います。私

みたいに。何でも言える人と、思っていても言えない人がやっぱり社会の中にはいて、ス

クールカースト、そうだな、大人の世界もスクールではないけれどそういったものが、今、

世の中こうですから、特にもそういったものが親の社会にも子どもの社会にも出てきてい

るのかな。なので、やっぱり、すがって来た子には全力で応援したいです。いくら自分が

忙しくても。だって困ったって言えることはすごく大事なことだなと思います。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございます。残り少なくなってきたのですが、とんでもない膨大な情報が頭

の中に入っていますので、それはそれとしてせっかくの機会ですから、みなさんのご意見

等をお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（本澤委員） 

今のひとみさんのお話を受けてですが、学校がそもそも一人一人をちゃんと認めてあげ

ないと。分かりやすい言葉で言うと不公平の反対、公平なんです。どの子も同じで、じゃ

あその不公平さをどこで埋めていくかと言ったら、例えばある程度勉強ができたり、スポ

ーツもできたり、抜き出て目立つ子じゃない子どもたちをどこで公平まで引き上げてあげ

るかは、その子の得意なもの。必ずあるんです。その子の良さ。そういうのを学級の中、

学級づくりの中でやっぱり教師がはっきりとほかの子どもたちに認めさせる。「誰ちゃんだ

ってこういうこと素晴らしいでしょう。」ということ。同じなんだよということをその学校、

小学校、中学校の役目だと思います。 
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そこを親にも家庭にも「お宅のお子さん、今日こんなにいいことをしたのですよ。」と、

みんなにも認められていますよと。日々、私は一番コミュニケーションを取るのは、例え

ば学級通信とかではなくて、こまめに親御さんと連絡を取るのは、連絡帳、一言毎日気に

なる子には。全員でなくていい。もちろん。そして、親からの返事をもらう。担任と親と

のやり取りとか、そういうのを日々、今も先生方頑張っていらっしゃるかなと、ちょっと

その辺が公平さにもっていくというか、みんなちゃんと頑張っていて、みんな素晴らしい

ところがあるのよと、そういう認めてあげる。それを助けるのが、例えば道徳の授業だっ

たり、すべての授業もそうです。体育の授業から遊び時間に教師が担任が子どもと一緒に

遊ぶ。サッカーをしたり、そういう時に、「誰ちゃんすごいね。」と、普段は目立たない子

をポッと褒めてあげたり、そういうところを学校では頑張ってほしいです。地域は地域で、

やれることを頑張っていきたいですし、ひとみさんのような人達にも助けてもらいながら

補助をしていただけている。今、連携ということも思いました。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。長島小学校の校長先生何かお話ありませんか。 

（髙橋長島小学校長） 

学校、小学校も中学校も授業日って、どんなに多くても全体の７分の４です。学校に長

くて８時間いても３分の１です。かけると 21分の４です。すなわち５分の１弱です。学校

にいるのは。１年間の中ですよ。そして、５分の４は、学校以外のところにいるんです。 

ただ、学校はいかに大事かというと、子どもの中の社会と言った時、学校だからです。 

社会性を身に付けるために、ほかの子ども、ほかの大人との関わりをもって、子どもた

ちの自我を育てていく。自立させていくという部分で学校はすごく大事なのですが、さっ

き言ったような自尊感情といったようなものは、やはり家にいる親やおじいちゃんおばあ

ちゃんやそういう人とのつながりの中で育っていく部分が大きいのではないかなと思いま

す。だって、子どもはそのうち５分の２は寝ているんです。そうすると残り、５分の２で

す。５分の２が家です。すなわち、学校の倍近くいるわけです。夏休みとかは家にいるわ

けですからね。休みの日は、一日家にいるわけですからその中で、どのくらい親が子ども

と関わりを持てるのだろうなと。そういうのは、学校から言うと学校が要求してきている

ように思ってしまいます。こっちはそういうつもりでなくてしゃべっても学級が、学校が、

校長がしゃべると、家庭に対する要求で言ってきているのだなと思うと思うのです。そう

いう時にやっぱり、ひとみさんのようなあったかい、いろんな話をしてくれるのは、大き

いと思います。親が構えて聞くか、あるいは構えを少しずつ取っていくか。それは、親が

いろんな人の話を聞こうという気持ちに心を働かせるような、そういう意味でのひとみ先

生のような方が親と関わっていくというのがすごく大事なことではないかと有難いなと思

っています。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。チャイムが鳴ってしまいましたが、まとめることもできない

かたちですけれども、いずれもう一回これを７枚に渡ってみなさんのメモを取りました。 

これをもう一回読み直して、少し整理をしながら一番最初に何ができるか話をしたので

すが、果たしてどこまでそれが叶えられるかまとめられるか分かりませんけれども委員会

内で少し整理をしながら、そして改めて町長さん、それから教育委員さんにはこういうか
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たちでこういう部分はというお話をする場面をつくりたいと思います。そういうかたちで

ご了承していただきたいと思います。最後に町長さんから一言お話をお願いします。 

（青木町長） 

今日は、２時間という限られた時間でしたけれども、委員のみなさま、そして今日足を

運んでいただきました各施設、支援員のみなさん、校長先生ありがとうございました。こ

のテーマを今回は、以前も行った経緯がありますが、今回やろうとしたのは、教育長から

も話を聞いていたのは、阿部さんが話をしていただきましたが、結局、阿部さんが家庭ま

で行って起こしてそして連れてくる。そして、来なければまた行って、寝ているところか

ら起こして聞いてくる。連れてくるというお話を聞いた時に、先ほど三澤先生からお話が

あったように、やっていることはものすごく大事なことですごいのだけど、そこまでやら

なきゃいけないという現実があると言いながら、本当にそこまでやらなければならないの

か。もっとやるのは、家庭ではないのか。今、校長先生からも話があったけれども、子ど

もに語ったって起きて来ない。親は仕事に行かなければならない。もちろん、経済的にも

働かなければなりません。しかし、家庭は家庭でやる。ここまでは、家庭がやるべきだと

いうところをやらないで、やらないでと言うと語弊があるかもしれませんが、できないで

と言えばいいのかな。そして、支援員が来て連れて行ったりする。果たしてそれをやって

行ったらどこまででも働き方改革ではなく、阿部さんだけ大変で、学校との連携はどうな

っているのか。やはり家庭は、家庭の責任がないとこれはできない部分じゃないかなと、

ものすごく私の中ですごく危機感があってですね。今回は、こういう話題で学校の話で、

現場の話を聞いたらどうかという話で教育長からの話もあって、今回こういう機会を設け

させていただいたのですが、いずれ今日はみなさんでお話をして聞きましたし、また驚い

た部分もいっぱいあると思いますし、私自身の中でも全然まとまりなく話をしている状況

ですけど、いずれ今日の総合教育会議をですね、また今度、第２回目として、更にまたみ

なさんを仕えて自分なりに整理しながら、私の前段の挨拶で話をしたように、お互いがそ

こをきちっとこの中でも共有して、こういうことを町として、例えば家庭教育をもっと家

庭の責任としてやらなければならない。例えば、阿部さんが言ったように小学校の時はこ

うだったけども中学校で会ったら「やっぱりな」と、こうお話しましたね。一番最初に。

その「やっぱりな」と言ったところ、どこに責任があれなのかというと、やっぱり自分が

どこか分かっていると思うんです。そういったところも出しながら、なぜ就学前のまさに

０歳児から、抱っこする時から、おそらく民生委員の中でも今度０歳児の訪問をしようと

始まったのは、そこからみな関係付けてやっているのではないかという疑問にある意味到

達したから民生児童委員の中でも始めた活動ではないかなと思います。そういった部分も

含めながら町として、取り組まなければならないことをみんなで次の機会にこういったと

ころを集中的にまた議論していただきながら定めていきたいなという風に率直に感じたこ

とを最後にお話させていただいて、私からは述べさせていただきます。 

（岩渕教育長） 

ありがとうございました。それでは、これで閉じたいと思います。繰り返しになります

が宿題をたくさんいただきましたがそれを何とか夏休み中に休み明けまでには何とかした

いと思いますので、宜しくお願いしたいと思います。 



30 

 

令和第１回の総合教育会議を閉じさせていただきたいと思います。では、ありがとうご

ざいました。 

 


